
沖縄県がん診療連携協議会要項の一部改正に伴う新旧対照表（案） 
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沖縄県がん診療連携協議会要項（案） 

 

 

第１条              略 

第２条 協議会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  琉大病院の病院長 

(2)  沖縄県の地域がん診療連携拠点病院（別表１）の病院長 

(3)  沖縄県の地域がん診療病院（別表２）の病院長 

(4)  沖縄県のがん診療連携支援病院（別表３）の病院長 

(4)  沖縄県医師会長 

 (5)  沖縄県歯科医師会長 

(6)  沖縄県薬剤師会長 

(7)  沖縄県看護協会長 

(8)  沖縄県政策参与 

(9) 沖縄県保健医療部長 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県がん診療連携協議会要項 

 

 

第１条              略 

第２条 協議会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  琉大病院の病院長 

(2)  沖縄県の地域がん診療連携拠点病院（別表１）の病院長 

(3)  沖縄県の地域がん診療病院（別表２）の病院長 

(4)  沖縄県のがん診療連携支援病院（別表３）の病院長 

 (5)  沖縄県医師会長 

 (6)  沖縄県歯科医師会長 

(7)  沖縄県薬剤師会長 

(8)  沖縄県看護協会長 

(9)  沖縄県政策参与 

(10) 沖縄県保健医療部長 

（改正理由） 
 
・第２条第１項第４号及び同条同項第１８号に記載された「がん診療連

携支援病院」という名称による指定等は存在しないことから、同記載を

削除する。 

・平成３１年４月１日付けで県立宮古病院が地域がん診療病院の指定か

ら除されたことにより、別表２を改正する。 

・第３条第１項第９号及び１０号の略式名称を修正する。 

miyazato2
鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢繝ｻ繝ｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ隰ｳ・ｾ繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｵ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｺ鬯ｮ・ｯ繝ｻ・ｷ繝ｻ縺､ﾂ�鬮ｫ・ｴ闔ｨ螟ｲ・ｽ・ｽ繝ｻ・ｦ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髣包ｽｳ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ鬮ｫ・ｶ隰撰ｽｺ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ驕呈汚・ｽ・ｭ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｰ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ陷ｿ螟懶ｽｱ蝣､・ｹ譎｢・ｽ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ鬮ｮ諛ｶ・ｽ・｣郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ陝ｷ・｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢鬮ｫ・ｴ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ
資料７



(10) 琉大病院のがんセンター長 

(11) 琉大病院の医療福祉支援センター長 

(12) 琉大病院の薬剤部長 

(13) 琉大病院の看護部長 

(14) 琉大病院の事務部長 

(15) 沖縄県の地域がん診療連携拠点病院から 各２人 

(16) 沖縄県の地域がん診療病院から 各２人 

(18) 沖縄県のがん診療連携支援病院から 各１人 

(17) 患者関係の立場の者から 若干人 

(18) 有識者  若干人 

(19) その他琉大病院の病院長が必要と認める者 若干人 

２ 前項に規定する委員は，琉大病院の病院長が委嘱する。 

３ 第１項に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 第１項に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前項

の規定にかかわらず，前任者の残任期間とする。 

 

第３条 協議会は，がん診療に関する次に掲げる事項を協議する。 

(1)～(9)          略 

(9) 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会国協議会との体系的な連

携体制を構築すること。 

(10) 国立がん研究センターによる研修に関する情報や都道府県がん診

療連携拠点病院連絡協議会国協議会での決定事項が確実に沖縄県内で共

有される体制を整備すること。 

(11)            略 

 

第４条～ 第１０条       略 

  

別表１                        略 

 

(11) 琉大病院のがんセンター長 

(12) 琉大病院の医療福祉支援センター長 

(13) 琉大病院の薬剤部長 

(14) 琉大病院の看護部長 

(15) 琉大病院の事務部長 

(16) 沖縄県の地域がん診療連携拠点病院から 各２人 

(17) 沖縄県の地域がん診療病院から 各２人 

(18) 沖縄県のがん診療連携支援病院から 各１人 

(19) 患者関係の立場の者から 若干人 

(20) 有識者  若干人 

(21) その他琉大病院の病院長が必要と認める者 若干人 

２ 前項に規定する委員は，琉大病院の病院長が委嘱する。 

３ 第１項に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 第１項に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前項

の規定にかかわらず，前任者の残任期間とする。 

 

第３条 協議会は，がん診療に関する次に掲げる事項を協議する。 

(1)～(9)          略 

(9) 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。 

 

(10) 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での決定

事項が確実に沖縄県内で共有される体制を整備すること。 

 

(11)            略 

 

第４条～ 第１０条       略 

  

別表１                        略 

 



別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 

北部地区医師会病院 

沖縄県立宮古病院 

沖縄県立八重山病院 

 

 

附 則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第 

１８号に規定する委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成

２２年３月３１日までとする。 

     附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し、平成２６年 ４月 

１日から適応する。 

     附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し、平成２７年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２８年 ５月１３日から施行し、平成２８年 ４月 

１日から適応する。 

 

 

別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 

北部地区医師会病院 

沖縄県立宮古病院 

沖縄県立八重山病院 

 

 

附 則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第 

１８号に規定する委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成

２２年３月３１日までとする。 

     附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

     附 則 

この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し、平成２６年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し、平成２７年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２８年 ５月１３日から施行し、平成２８年 ４月 

１日から適応する。 

 

 



附 則 

この要項は，平成２９年 ６月 ２日から施行し、平成２９年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，令和元年 ５月１０日から施行し、平成３１年 ４月 

１日から適応する。 

附 則 

この要項は，平成２９年 ６月 ２日から施行し、平成２９年 ４月 

１日から適応する。 

 

 



沖縄県がん診療連携協議会要項（案） 

 

平成２０年７月１５日 

制        定 

 

（設置） 

第１条 がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成２６年１月１０日厚生労働省

健発第０１１０第７号）に基づき，琉球大学医学部附属病院（以下「琉大病院」と

いう。）に沖縄県がん診療連携協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  琉大病院の病院長 

(2)  沖縄県の地域がん診療連携拠点病院（別表１）の病院長 

(3)  沖縄県の地域がん診療病院（別表２）の病院長 

(4)  沖縄県医師会長 

 (5)  沖縄県歯科医師会長 

(6)  沖縄県薬剤師会長 

(7)  沖縄県看護協会長 

(8)  沖縄県政策参与 

(9) 沖縄県保健医療部長 

(10) 琉大病院のがんセンター長 

(11) 琉大病院の医療福祉支援センター長 

(12) 琉大病院の薬剤部長 

(13) 琉大病院の看護部長 

(14) 琉大病院の事務部長 

(15) 沖縄県の地域がん診療連携拠点病院から 各２人 

(16) 沖縄県の地域がん診療病院から 各２人 

(17) 患者関係の立場の者から 若干人 

(18) 有識者  若干人 

(19) その他琉大病院の病院長が必要と認める者 若干人 

２ 前項に規定する委員は，琉大病院の病院長が委嘱する。 

３ 第１項に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 第１項に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前項の規定にか

かわらず，前任者の残任期間とする。 

 

 

 



（協議事項） 

第３条 協議会は，がん診療に関する次に掲げる事項を協議する。 

(1)  地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における，地域性

に応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを

決定すること。 

(2)  沖縄県内のがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院の診

療実績等を共有すること。（地域連携クリティカルパスの活用実績や地域の医療機関

との紹介・逆紹介の実績，相談支援の内容別実績，がん患者の療養生活の質の向上に

向けた取組状況等を含む。） 

(3)  沖縄県におけるがん診療及び相談支援の提供における連携協力体制について検

討すること。 

(4)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院

が作成している地域連携クリティカルパスの一覧を作成・共有すること。 

(5)  沖縄県内の院内がん登録のデータの分析，評価等を行うこと。 

(6)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院，特定領域拠点病院，地域がん診療病院

への診療支援を行う医師の派遣に係る調整を行うこと。 

(7)  沖縄県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わる医師を対象

とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を作成すること。 

(8)  沖縄県内の医療機関における診療，緩和ケア外来，相談支援センター，セカン

ドオピニオン，患者サロン，患者支援団体，在宅医療等へのアクセスについて情報を

集約し医療機関間で共有するとともに，冊子やホームページ等でわかりやすく広報す

ること。 

(9)  都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会との体系的な連携体制を構築するこ

と。 

(10) 国立がん研究センターによる研修に関する情報や都道府県がん診療連携拠点病

院連絡協議会での決定事項が確実に沖縄県内で共有される体制を整備すること。 

(11) その他がん診療連携に関すること。 

（議長） 

第４条 協議会に議長を置き，琉大病院の病院長をもって充てる。 

２ 議長は，協議会を招集する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 協議会は，委員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開くことができない。 

２ 委員は，やむを得ない理由により会議に出席することができないときは，その代理 

者を出席させることができる。 

 

 



（意見の聴取） 

第６条 議長は，必要があるときは，委員以外の者を協議会に出席させ，意見を聴くこ 

とができる。 

（幹事会） 

第７条 協議会に，協議会の運営を円滑に行うため，幹事会を置く。 

２ 幹事会に関し必要な事項は，議長が別に定める。 

（部会） 

第８条 幹事会には必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の設置，委員の構成，調査検討事項，その他運営事項等は議長が決める。 

（事務） 

第９条 協議会の事務は，琉球大学医学部事務部において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この要項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，議長が別

に定める。 

 

 

 

別表１（第２条第１項第２号関係） 

沖縄県の地域がん診療連携拠点病院 
那覇市立病院 

沖縄県立中部病院 

 

 

別表２（第２条第１項第３号関係） 

沖縄県の地域がん診療病院 
北部地区医師会病院 

沖縄県立八重山病院 

 

 

附  則 

１ この要項は，平成２０年 ７月１５日から施行する。 

２ この要項施行後，最初に委嘱される第２条第１項第１４号から第１８号に規定す

る委員の任期は，同条３項の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日までとする。 

   附 則 

この要項は，平成２０年 ９月２２日から施行する。 

   附 則 

この要項は，平成２２年 ６月１１日から施行する。 

   附 則 



この要項は，平成２６年 ８月 １日から施行し，平成２６年 ４月 １日から適用

する。 

   附 則 

この要項は，平成２７年 ８月 ７日から施行し，平成２７年 ４月 １日から適用

する。 

附 則 

この要項は，平成２８年  ５月１３日から施行し，平成２８年 ４月 １日から適用 

する。 

附 則 

この要項は，平成２９年  ６月 ２日から施行し，平成２９年 ４月 １日から適用 

する。 

附 則 

この要項は，令和元年  ５月１０日から施行し，平成３１年 ４月 １日から適用 

する。 
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